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第
一
章

名
称
・
所
在
地
・目
的

第
一
条

本
会
は
日
本
国
民
救
援
会
と
称
し
、

略
称
を
「
国
民
救
援
会
」
と
呼
び
、
英
語
名
を

次
の
と
お
り
と
す
る
。

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｆ
ｏ
ｒ

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

Ｊ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ

ｅ

ａ
ｎ
ｄ

Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ

Ｒ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
ｓ

（
Ｋ
Ｙ
Ｕ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ａ
Ｉ
）

第
二
条

中
央
本
部
の
事
務
所
を
東
京
都
文
京

区
湯
島
二
丁
目
四
番
四
号
平
和
と
労
働
セ
ン
タ

ー
に
置
く
。

第
三
条

本
会
は
日
本
国
民
救
援
会
の
す
す
む

道
（
綱
領
）
に
も
と
づ
き
、
思
想
、
信
条
、
性

別
、
社
会
的
身
分
、
人
種
な
ど
の
違
い
を
こ
え

て
団
結
し
、
社
会
的
道
義
を
守
っ
て
、
弾
圧
や

人
権
侵
害
を
許
さ
な
い
た
め
に
た
た
か
い
、
人

権
を
侵
害
さ
れ
た
犠
牲
者
と
そ
の
家
族
を
大
衆

的
運
動
で
救
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章

会
員

第
四
条

本
会
は
、
会
の
目
的
に
賛
同
し
、
会

費
を
納
め
、
会
の
運
動
に
参
加
し
、
協
力
す
る

個
人
と
団
体
で
組
織
す
る
。

第
五
条

会
員
は
綱
領
、
規
約
お
よ
び
各
級
機

関
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
会
の
活
動
に
参
加
す

る
。

第
六
条

本
会
へ
の
入
会
は
、
入
会
申
込
書
に

入
会
金
と
し
て
一
か
月
分
の
会
費
相
当
額
と
当

月
分
会
費
を
添
え
て
、
班
ま
た
は
各
級
機
関
に

申
し
込
む
も
の
と
す
る
。

但
し
、
団
体
加
盟
は
入
会
金
を
必
要
と
し
な

い
。

第
七
条

本
会
か
ら
の
退
会
は
所
属
す
る
班
ま

た
は
各
級
機
関
に
書
面
で
行
う
。
そ
の
場
合
既

納
の
会
費
の
払
戻
し
は
行
わ
な
い
。

正
当
な
理
由
な
く
会
費
を
半
年
以
上
納
入
し

な
い
場
合
は
退
会
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

第
八
条

本
会
の
目
的
を
阻
害
す
る
行
為
を
行

っ
た
会
員
、
ま
た
は
、
本
会
の
名
誉
を
著
し
く

傷
つ
け
た
会
員
は
、
所
属
す
る
都
道
府
県
本
部

常
任
委
員
会
も
し
く
は
中
央
常
任
委
員
会
の
決

、

。

定
に
も
と
づ
き

退
会
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

但
し
、
次
期
中
央
委
員
会
で
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

組
織
と
機
関

第
九
条

本
会
は
次
の
と
お
り
組
織
さ
れ
る
。

中
央
本
部
―
都
道
府
県
本
部
―
支
部
―

班
。

第
一
節

中
央
本
部

第
一
〇
条

中
央
本
部
は
、
都
道
府
県
本
部
と

中
央
本
部
に
加
盟
す
る
団
体
で
構
成
す
る
。

第
一
一
条

本
会
の
最
高
議
決
機
関
は
全
国
大

会
で
あ
り
二
年
に
一
回
中
央
常
任
委
員
会
の
決

定
に
も
と
づ
い
て
会
長
が
招
集
す
る
。
招
集
の

告
示
は
大
会
期
日
の
二
か
月
以
前
に
行
う
。
但

、

、

し

中
央
常
任
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き

ま
た
は
中
央
委
員
の
過
半
数
あ
る
い
は
会
員
総

数
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
要
求
さ
れ
た
と
き

は
、
会
長
は
臨
時
大
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
一
二
条

全
国
大
会
は
代
議
員
と
中
央
役
員

で
構
成
し
、
代
議
員
総
数
の
過
半
数
の
出
席
に

よ
っ
て
成
立
す
る
。

議
案
の
議
決
は
出
席
代
議
員
の
三
分
の
二
以

上
の
賛
成
に
よ
る
。
代
議
員
の
選
出
方
法
は
規

則
で
定
め
る
。

第
一
三
条

代
議
員
は
一
人
に
つ
き
一
票
の
議
決
権
を
有

す
る
。
出
席
で
き
な
い
代
議
員
は
委
任
状
を
も

っ
て
同
一
都
道
府
県
本
部
、
ま
た
は
団
体
の
他

の
代
議
員
に
議
決
権
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
議
決
権
の
委
任
を
行
っ
た
代
議
員
は
出
席

者
と
み
な
す
。

、

、

但
し

出
席
代
議
員
は
委
任
議
決
権
を
含
め

一
人
二
票
を
こ
え
る
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
委
任
議
決
権
の
再
委
任

は
認
め
な
い
。

第
一
四
条

全
国
大
会
は
次
の
こ
と
を
審
議

し
、
決
定
す
る
。

１

活
動
報
告

２

運
動
方
針

３

決
算
、
予
算
、
会
計
監
査
報
告

４

中
央
役
員
選
出

５

中
央
委
員
選
出

６

綱
領
、
規
約
の
決
定
ま
た
は
改
正

７

都
道
府
県
本
部
、
加
盟
団
体
提
出
議
案

第
一
五
条

中
央
委
員
会
は
、
全
国
大
会
か
ら

次
期
大
会
ま
で
の
最
高
議
決
機
関
で
、
中
央
役

員
と
中
央
委
員
で
構
成
し
二
年
に
三
回
以
上
開

催
す
る
。

第
一
六
条

中
央
委
員
会
の
招
集
は
中
央
常
任

委
員
会
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
会
長
が
行
い
、

過
半
数
の
中
央
委
員
の
出
席
で
成
立
す
る
。
議

案
の
議
決
は
出
席
中
央
委
員
の
三
分
の
二
以
上

の
賛
成
に
よ
る
。

第
一
七
条

中
央
委
員
の
選
出
基
準
は
規
則
で

定
め
る
。

第
一
八
条

中
央
常
任
委
員
会
は
、
会
長
、
副

会
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
お
よ
び
中
央

常
任
委
員
で
構
成
し
、
全
国
大
会
お
よ
び
中
央

委
員
会
に
責
任
を
負
い
、
本
会
の
日
常
業
務
を

執
行
す
る
。
中
央
常
任
委
員
会
は
、
会
長
が
招

集
し
、
三
か
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
。
構
成

員
の
過
半
数
の
出
席
で
成
立
し
、
議
案
の
議
決

は
出
席
構
成
員
の
過
半
数
の
賛
成
に
よ
る
。

第
一
九
条

中
央
常
任
委
員
会
に
専
門
部
ま
た

は
専
門
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
部

長
ま
た
は
委
員
長
は
、
そ
の
専
門
部
ま
た
は
専

門
委
員
会
を
構
成
す
る
中
央
役
員
の
互
選
と
す

る
。

第
二
〇
条

中
央
常
任
委
員
会
の
下
に
事
務
局

。

、

を
置
く

事
務
局
に
は
事
務
局
員
若
干
を
置
き

事
務
局
長
の
統
轄
の
下
に
、
中
央
常
任
委
員
会

の
決
定
に
も
と
づ
い
て
日
常
業
務
を
処
理
す

る
。
事
務
局
員
の
任
免
は
中
央
常
任
委
員
会
が

行
う
。

第
二
節

都
道
府
県
本
部

第
二
一
条

都
道
府
県
本
部
は
都
道
府
県
単
位

に
組
織
し
、
都
道
府
県
内
の
支
部
と
都
道
府
県

段
階
の
加
盟
団
体
で
構
成
す
る
。

第
二
二
条

都
道
府
県
本
部
の
最
高
議
決
機
関

は
都
道
府
県
本
部
大
会
で
あ
り
、
年
一
回
都
道

府
県
本
部
常
任
委
員
会
の
決
定
に
も
と
づ
い
て

会
長
が
招
集
す
る
。
議
案
の
議
決
は
出
席
者
の

三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
る
。

第
二
三
条

都
道
府
県
本
部
大
会
は
、
活
動
報

告
、
運
動
方
針
、
決
算
、
予
算
、
会
計
監
査
報

、

、

告

役
員
選
出
そ
の
他
必
要
な
こ
と
を
審
議
し

決
定
す
る
。

第
二
四
条

都
道
府
県
本
部
委
員
会
は
、
都
道

日

本

国

民

救

援

会

規

約

二
〇
〇
六
年
七
月
三
一
日
採
択
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府
県
本
部
大
会
か
ら
次
期
都
道
府
県
本
部
大
会

ま
で
の
最
高
議
決
機
関
で
、
都
道
府
県
本
部
常

任
委
員
会
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
会
長
が
招
集

し
、
議
案
の
議
決
は
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以

上
の
賛
成
に
よ
る
。

都
道
府
県
本
部
委
員
は
、
都
道
府
県
本
部
大

会
で
選
出
す
る
。

第
二
五
条

都
道
府
県
本
部
常
任
委
員
会
は
、

会
長
、
副
会
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
お

よ
び
常
任
委
員
で
構
成
し
、
都
道
府
県
本
部
大

会
お
よ
び
都
道
府
県
本
部
委
員
会
に
責
任
を
負

い
、
日
常
業
務
を
執
行
す
る
。

都
道
府
県
本
部
常
任
委
員
会
は
、
会
長
が
招

集
し
、
一
か
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
。
構
成

員
の
過
半
数
の
出
席
で
成
立
し
、
議
案
の
議
決

は
出
席
構
成
員
の
過
半
数
の
賛
成
に
よ
る
。

都
道
府
県
本
部
常
任
委
員
会
の
下
に
事
務
局

を
置
く
。
事
務
局
は
、
事
務
局
長
の
統
轄
の
下

に
常
任
委
員
会
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
日
常
業

務
を
処
理
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
本
部
常
任

委
員
会
に
専
門
部
ま
た
は
専
門
委
員
会
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
部
長
ま
た
は
委
員
長
は
そ

の
専
門
部
ま
た
は
専
門
委
員
会
を
構
成
す
る
役

員
の
互
選
と
す
る
。

第
三
節

支

部

第
二
六
条

支
部
は
、
市
、
区
、
町
、
村
、
ま

た
は
郡
を
単
位
に
置
き
、
班
お
よ
び
会
員
な
ら

び
に
支
部
加
盟
団
体
で
構
成
す
る
。

第
二
七
条

支
部
の
最
高
議
決
機
関
は
支
部
大

会
で
あ
り
、
年
一
回
支
部
常
任
委
員
会
の
決
定

に
も
と
づ
い
て
支
部
長
が
招
集
す
る
。

、

、

、

支
部
大
会
は
活
動
報
告

運
動
方
針

決
算

予
算
、
会
計
監
査
報
告
、
役
員
選
出
そ
の
他
必

要
な
こ
と
を
審
議
し
、
決
定
す
る
。
議
案
の
議

決
は
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ

る
。

第
二
八
条

支
部
常
任
委
員
会
は
支
部
役
員
で

構
成
し
、
支
部
活
動
を
す
す
め
る
。

第
四
節

班

第
二
九
条

班
は
本
会
の
基
礎
組
織
で
あ
り
、

職
場
、
地
域
、
学
校
な
ど
の
中
に
三
人
以
上
の

個
人
会
員
で
組
織
す
る
。

第
三
〇
条

班
は
班
総
会
・
会
議
を
ひ
ら
き
、

、

。

班
長
お
よ
び
班
委
員
を
選
び

班
活
動
を
行
う

第
四
章

役

員

第
三
一
条

本
会
の
中
央
役
員
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

１

会
長

一
人

２

副
会
長

若
干

３

事
務
局
長

一
人

４

事
務
局
次
長

若
干

５

常
任
委
員

若
干

６

会
計
監
査
員

三
人

会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
長
事
故
あ
る
と

き
は
副
会
長
が
こ
れ
を
代
行
し
、
事
務
局
長
は

中
央
常
任
委
員
会
お
よ
び
事
務
局
の
運
営
を
統

轄
し
、
事
務
局
長
事
故
あ
る
と
き
は
事
務
局
次

長
が
こ
れ
を
代
行
す
る
。

第
三
二
条

都
道
府
県
本
部
の
役
員
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

１

会
長

一
人

２

副
会
長

若
干

３

事
務
局
長

一
人

４

事
務
局
次
長

若
干

５

常
任
委
員

若
干

６

会
計
監
査
員

若
干

第
三
三
条

支
部
は
次
の
役
員
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

１

支
部
長

一
人

２

副
支
部
長

若
干

３

事
務
局
長

一
人

４

事
務
局
次
長

若
干

５

常
任
委
員

若
干

６

会
計
監
査
員

若
干

第
三
四
条

役
員
の
任
期
は
大
会
か
ら
大
会
ま

で
と
す
る
。
但
し
再
選
を
さ
ま
た
げ
な
い
。
任

期
途
中
に
お
い
て
健
康
上
の
理
由
等
止
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
退
任
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場

合
、
各
級
常
任
委
員
会
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
次
期
の
大
会
に
お
い
て
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
五
条

各
級
大
会
で
選
出
さ
れ
た
役
員
が

任
期
中
、
本
会
の
目
的
と
事
業
の
遂
行
に
著
し

い
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
各
級
の
常
任
委

、

、

員
会
は

本
人
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
た
上
で

そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し

次
期
大
会
に
お
い
て
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
六
条

本
会
の
各
級
機
関
に
名
誉
役
員
な

ら
び
に
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
名
誉
役

、

。

員
な
ら
び
に
顧
問
は

各
級
大
会
で
推
薦
す
る

推
薦
基
準
は
規
則
で
定
め
る
。

第
五
章

会

計

第
三
七
条

本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
寄
附
金

で
ま
か
な
う
。
会
費
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

個
人
会
員
の
会
費
は
、
普
通
会
費
を
月

額
六
〇
〇
円
（
機
関
紙
代
を
含
む
）
と
し
、
特

別
会
費
を
月
額
一
〇
〇
〇
円
以
上
と
す
る
。

但
し
会
員
の
条
件
に
応
じ
、
都
道
府
県
本
部

会
長
の
承
認
に
よ
り
会
費
を
減
免
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

二

中
央
加
盟
団
体
の
会
費
は
規
則
で
定
め

る
。三

都
道
府
県
本
部
お
よ
び
支
部
に
所
属
す

る
加
盟
団
体
の
会
費
は
都
道
府
県
本
部
大
会
お

よ
び
支
部
大
会
で
決
定
す
る
。

第
三
八
条

会
費
の
各
級
機
関
の
配
分
に
つ
い

て
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
九
条

会
費
は
原
則
と
し
て
、
毎
月
末
ま

で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
〇
条

会
計
の
処
理
は
、
別
に
定
め
る
会

計
処
理
規
則
に
も
と
づ
い
て
行
う
。

第
四
一
条

中
央
本
部
の
会
計
年
度
は
、
六
月

一
日
か
ら
翌
々
年
五
月
末
日
ま
で
と
す
る
。

付

則

第
四
二
条

本
会
の
事
業
に
功
績
の
あ
っ
た
人

は
、
中
央
常
任
委
員
会
の
決
定
に
も
と
づ
い
て

全
国
大
会
ま
た
は
中
央
委
員
会
で
表
彰
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
三
条

こ
の
規
約
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
細

目
の
規
則
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
中
央
委
員

会
で
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
こ

の
場
合
、
次
期
大
会
に
お
い
て
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
四
条

都
道
府
県
本
部
と
支
部
は
必
要
に

応
じ
て
こ
の
規
約
を
準
用
し
、
ま
た
規
則
を
つ

く
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
五
条

一

こ
の
規
約
は
一
九
六
六
年
八
月
一
五
日

か
ら
施
行
す
る
。

二

一
九
七
五
年
一
〇
月

一
日
一
部
改
正

一
九
七
九
年

八
月

一
日
一
部
改
正

一
九
八
二
年

一
月

一
日
一
部
改
正

一
九
八
八
年

八
月

一
日
一
部
改
正

一
九
八
九
年

一
月

一
日
一
部
改
正

一
九
九
〇
年

七
月
三
〇
日
一
部
改
正

一
九
九
二
年

七
月
三
一
日
一
部
改
正

一
九
九
四
年

七
月
三
一
日
一
部
改
正

二
〇
〇
二
年

七
月
二
九
日
一
部
改
正

二
〇
〇
六
年

七
月
三
一
日
一
部
改
正
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